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使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」と
いう｡)については、平成23年厚生労働省告示第165号をもって改正されたところですが、‘
その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周
知徹底をお願いします。

記

１薬事法（昭和35年法律第145号)の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準
への収載希望があった医薬品（内用薬５品目及び注射薬２品目）について、薬
価基準の別表に収載したものであること。

２１により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は､J次のとおりであ
ること。

区分 内用薬 注射薬 外用≦薬 歯科用薬剤 計

品目数 ９ ， １９０ ４， １９３ ２， ８４５ ３６ １６ 、 ２６４
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薬価基準告示

ＮＣ 薬価基準名
‘

規格単位 薬価（円）

１ 内用薬 セベラマー塩酸塩錠400ｍｇ「Ｇ」 塩酸セベラマー 400mg１錠 3９．００

２ 内用薬 セベラマ
一 塩酸塩錠800ｍｇ「Ｇ」 塩酸セ 更マー 800mg１錠 5７．３０

３ 内用薬 ツインラインＮＦ配合経腸用液 経腸成分栄養剤（消化態）
10mL(混合調製後の内用液
として）

９．６０
⑧

４ 内用薬 ⑤ メインテート錠0.625 フマル酸ビソプロロール 0.625mg１錠 2６．６０

５ 内用薬 ラコールＮＦ配合経腸用液
4

経腸成分栄養剤（半消化態） l01nL ９．１０

６ 注射薬 ハーセプチン注射用6０ ﾄラスツズマブ（遺伝子組換え） 60mgｌ瓶（溶解液付） 23,885

７ 注射薬 ･ハーセプチン注射用１５０ ﾄラスツズマブ（遺伝子組換え） l50mgl瓶（溶解液付） 56,003


